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特定非営利活動法人久保山ライフサポートセンター 

 

１ 事業の成果 

 高齢者の生活援助事業では、植栽カットを中心とする庭作業１３件、車を利用した通院、買い物支援 

５１件、そして換気扇掃除、小修理、パソコン操作指導１２件を実施した。また、地域住民との交流イベ

ント事業では、生成 AI入門講習会 2回、俳句入門講習会 2回を開催した。 

 一方、広報活動として回覧網を活用し、宇津木台東自治会９６軒、宇津木台中央自治会４１０軒への法

人の認知度向上を図り、久保山町町会２２０軒とは街づくりアンケートを共同で実施し、次年度以降で

課題解決に取り組む予定である。 

 これらの活動により、緑多い街並みを維持し、近隣同士で景観を維持しようとするコミュニティ活動

の深耕に寄与した。また、車を利用した移動支援サービスの提供により、老老介護世帯、一人暮らし高齢

者世帯の移動手段の確保に貢献した。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 ３４８】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

高齢者の生活
援助に関する
事業 

依頼を受けて、庭作業、家
具移動、買い物代行、車を
利用した外出付き添い・
通院付き添い、見守り、換
気扇掃除、窓ふき、小修
理、電球交換、ＰＣ・スマ
ホ操作指導といった生活
援助を行う。 

令和6年9月
17 日～令和
7 年 3 月 31

日 

八王子市

久保山地

区、およ

び隣接エ

リア 

８５ 

 

八王子市
久保山地
区、およ
び隣接エ
リアの高
齢者 

７４ 
 

３３０ 
 

地域住民との
イベント開催
などの交流事
業 

俳句作り、または生成 AI
活用の講習会を開催す
る。テーマは 2 年を目途
に見直すものとする。 

令和 6 年 12
月 14 日、令
和 7 年 2 月
15 日、令和 7
年 2 月 26 日 

宇津木台

東団地管

理組合集

会所 

７ 

八王子市
久保山地
区、およ
び隣接エ
リアの一
般市民 

３９ １８ 

        

 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【   ０】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

事業費 
（千円） 
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